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さいたま市消防局訓令７号 

   さいたま市消防職員安全衛生管理規程 

 さいたま市消防職員安全衛生管理規程（平成１５年さいたま市消防局訓令第１４号

）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

第１条 この訓令は、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号。以下「法」という。 

）その他の法令の規定に基づき、さいたま市消防職員（以下「職員」という。）の

安全及び衛生の管理に関する組織について必要な事項を定めるものとする。 

 （所属長の責務） 

第２条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよ

う努めなければならない。 

 （職員の責務） 

第３条 職員は、所属長、総括安全衛生管理者等が、法令及びこの訓令に基づいて講

じる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わ

なければならない。 

 （総括安全衛生管理者及び総括安全衛生管理代理者） 

第４条 消防局に総括安全衛生管理者を置き、総務部長をもって充てる。総括安全衛

生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことがで

きないときは、その職務を代理する者（以下「総括安全衛生管理代理者」という。

）を置くものとし、総括安全衛生管理代理者は、総務部次長（消防担当）をもって

充てる。 

２ 総括安全衛生管理者は、職員の安全及び衛生の確保のため当該箇所に置かれる職

にある者を指揮し、消防局における職員の安全及び衛生に関する業務を統括管理す

る。 

 （安全衛生管理者及び安全衛生管理代理者） 

第５条 消防局（各消防署を除く。以下同じ。）及び各消防署に安全衛生管理者を置

き、安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行

うことができないときは、その職務を代理する者（以下「安全衛生管理代理者」と

いう。）を置くものとする。 



 

２ 安全衛生管理者の名称及び充てる者の職並びに安全衛生管理代理者に充てる者の

職は、別表第１に定めるとおりとする。 

３ 安全衛生管理者は、当該箇所における職員の安全及び衛生の管理に関する事務を

統括管理するとともに、所属長、安全責任者、衛生管理者その他安全及び衛生の管

理に関係のある者を指揮監督する。 

 （安全責任者） 

第６条 消防局及び各消防署に安全責任者を置き、その名称及び充てる者の職は、別

表第２に定めるとおりとする。 

２ 安全責任者は、職員の安全の確保のため当該箇所に置かれる職にある者を指揮し、 

 庁舎施設を巡視し、各種設備及び機械器具又は職員の作業、訓練等の方法に危険が

ある場合は、その防止措置を講じるとともに、次に掲げる事項を管理する。 

 ⑴ 安全装置、保護具、消火設備その他の危険防止施設の点検及び整備に関するこ

と。 

 ⑵ 爆発性物品の取扱い等火災防止に関すること。 

 ⑶ 新規に採用する機械、器具その他の設備に係る危険防止に関すること。 

 ⑷ 安全教育及び訓練に関すること。 

 ⑸ 発生した災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 

 ⑹ 安全日誌その他安全管理上の記録及びこれらの保存に関すること。 

 ⑺ 前各号に掲げるもののほか、職員の安全に係る技術的事項に関すること。 

３ 前項第６号に規定する保存の期間は、３年間とする。 

 （衛生管理者） 

第７条 法第１２条第１項に規定する衛生管理者（以下「衛生管理者」という。）を

消防局及び各消防署に置き、その名称は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

掲げる名称とする。 

 ⑴ 消防局 消防局衛生管理者 

 ⑵ 各消防署 衛生管理者の上に各消防署の名称を付したもの 

２ 衛生管理者は、職員の衛生の確保のため当該箇所に置かれる職にある者を指揮し、 

次に掲げる事項を管理するとともに、労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３

２号。以下「省令」という。）第１１条第１項に規定する職務を行う。 



 

 ⑴ 健康に異常がある者の発見及びその処理に関すること。 

 ⑵ 労働環境衛生の調査に関すること。 

 ⑶ 労働条件、施設等の衛生上の改善に関すること。 

 ⑷ 衛生保護具、救急用具その他の衛生施設の点検及び整備に関すること。 

 ⑸ 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。 

 ⑹ 衛生日誌その他衛生管理上の記録及びこれらの保存に関すること。 

 ⑺ 前各号に掲げるもののほか、法第１０条第１項各号の業務のうち衛生に係る技

術的事項に関すること。 

３ 前項第６号に規定する保存の期間は、３年間とする。 

 （安全衛生推進員） 

第８条 安全衛生推進員を各消防署及び各出張所に置き、その名称は次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に掲げる名称とする。 

 ⑴ 各消防署 安全衛生推進員の上に各消防署の消防１課又は消防２課の名称を付

したもの 

 ⑵ 各出張所 安全衛生推進員の上に各消防署の名称及び各出張所の名称を付した

もの 

２ 安全衛生推進員は、消防１課長、消防２課長及び出張所長をもって充てる。 

３ 安全衛生推進員は、当該箇所を所管する安全衛生管理者、安全責任者及び衛生管

理者の指揮を受け第６条第２項各号及び前条第２項各号に掲げる事項を担当すると

ともに、当該箇所を巡視し、施設若しくは労働方法に危険若しくは欠陥状態がある

とき又は施設、労働環境、労働条件等に衛生上有害若しくは不適当な状態があると

きは、直ちに、当該箇所を所管する安全衛生管理者、安全責任者又は衛生管理者に

報告し、指示を受け、その改善に努めるものとする。 

４ 第６条第３項及び前条第３項の規定は、安全衛生推進員について準用する。 

 （化学物質管理者） 

第９条 省令第１２条の５に規定する化学物質管理者として、消防局に消防局化学物

質管理者を置く。 

 （保護具着用管理責任者） 

第１０条 省令第１２条の６に規定する保護具着用管理責任者として、消防局に消防



 

局保護具着用管理責任者を置く。 

 （産業医） 

第１１条 法第１３条第１項に規定する産業医（以下「産業医」という。）を消防局

及び各消防署に置き、その名称は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる

名称とする。 

 ⑴ 消防局 消防局産業医 

 ⑵ 各消防署 産業医の上に各消防署の名称を付したもの 

 （安全衛生委員会） 

第１２条 安全衛生委員会を置く箇所並びにその名称、委員構成及び庶務担当は、別

表第３に定めるとおりとする。 

２ 安全衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができな

い。 

３ 安全衛生委員会は、法第１８条第１項各号に掲げる事項のほか、安全衛生に関す

る事項を調査審議する。 

４ 安全衛生委員会は、開催の都度、省令第２３条第４項各号に掲げる事項を記録し、

これを３年間保存しなければならない。 

５ 審議結果は、総括安全衛生管理者に報告するものとする。 

６ 前３項に定めるもののほか、安全衛生委員会に関し必要な事項は、安全衛生委員

会が定める。 

 （安全衛生委員会の組織） 

第１３条 安全衛生委員会は、次に掲げる者をもって構成する。 

 ⑴ 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてそ

の事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準じる者のうちから消防局長が

指名した者 

 ⑵ 安全責任者及び衛生管理者のうちから消防局長が指名した者 

 ⑶ 産業医のうちから消防局長が指名した者 

 ⑷ 安全に関し経験を有する職員のうちから消防局長が指名した者 

 ⑸ 衛生に関し経験を有する職員のうちから消防局長が指名した者 

２ 前項第１号の委員以外の委員の半数については、職員の推薦に基づき消防局長が



 

指名するものとする。 

３ 第１項第２号から第５号まで及び前項の委員の任期は、２年とする。ただし、再

任を妨げない。 

４ 第１項第２号から第５号まで及び第２項の委員が欠けた場合の補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

 （安全衛生委員会の議長） 

第１４条 安全衛生委員会の議長は、前条第１項第１号の委員がなるものとする。 

 （安全衛生委員会の運営） 

第１５条 安全衛生委員会の運営について必要な事項は、安全衛生委員会が定める。 

 （安全衛生関係者会議） 

第１６条 安全衛生委員会の運営の調整を図り、職員の安全及び衛生の確保について

総合的な検討を行うため、安全衛生関係者会議を設置する。 

２ 安全衛生関係者会議は、安全衛生委員会から当該委員会の調査審議内容その他の

運営状況について報告を徴し、安全衛生委員会の調整並びに職員の安全及び衛生の

確保の総合的な検討について協議し、その結果を消防局長に報告するものとする。 

３ 安全衛生関係者会議は、次に掲げる者をもって構成する。 

 ⑴ 総務部長の職にある者 

 ⑵ 各安全衛生管理者 

４ 安全衛生関係者会議の議長は、総務部長をもって充てる。ただし、議長が事故そ

の他の事由によりその職務を行うことができないときは、総務部次長の職にある者

がその職務を行う。 

５ 安全衛生関係者会議は、第３項に掲げる者の過半数が出席しなければこれを開催

することができない。 

６ 議長は、必要あると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を述

べさせることができる。 

７ 安全衛生関係者会議の庶務は、消防職員課において処理する。 

８ 第１２条第４項及び第６項の規定は、安全衛生関係者会議に準用する。 

 （職員の報告義務） 

第１７条 職員は、日常業務において、安全衛生上障害と思える事項を発見したとき



 

は、速やかに所属長、安全責任者、衛生管理者又は安全衛生推進員に報告するもの

とする。 

 （健康診断の種類等） 

第１８条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。 

 ⑴ 採用時健康診断 

 ⑵ 定期健康診断 

 ⑶ 特定業務従事者健康診断 

２ 前項の健康診断の対象職員、項目及び回数又は時期は、省令に定めるとおりとす

る。 

３ 前２項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、特別の健康診断を実

施するものとする。 

 （健康診断の受診義務） 

第１９条 法第６６条第５項の規定により受診義務が課されている職員は、指定され

た期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。 

２ 前項の規定による健康診断を受けなかった者は、医師の健康診断を受け、その結

果を証明する書面を所属長を経由して、消防職員課長に提出しなければならない。 

３ 所属長は、職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう

配慮しなければならない。 

 （健康診断の結果の通知） 

第２０条 消防職員課長は、健康診断を実施した結果を、健康診断を受けた職員に通

知しなければならない。 

 （指導区分の決定等） 

第２１条 健康診断を行った結果、健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認め

た職員については、産業医又は他の医師の意見を聴き、別表第４の指導区分の欄に

掲げる区分に応じて指導区分の決定を行う。 

２ 前項の規定による指導区分の決定を行った場合において、必要があると認めると

きは、同項の医師の意見を聴き、当該指導区分を変更することができる。 

 （事後措置） 

第２２条 前条の規定により指導区分の決定又は変更を行った職員については、その



 

指導区分に応じ、別表第４の事後措置の基準の欄に掲げる基準に従い適切な事後措

置をとるとともに、当該職員及びその所属長に当該事後措置の内容を通知する。 

 （脳血管疾患及び虚血性心疾患の予防のための保健指導） 

第２３条 消防職員課長は、健康診断において、職員が別に定める基準に該当する場

合には、当該職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１

項に規定する会計年度任用職員及び第２１条第１項の規定により、脳血管疾患又は

虚血性心疾患の発生に関し別表第４に規定する医療の面１又は２の指導区分の決定

を受けた職員を除く。以下この条において同じ。）に対し、医師又は保健師の面接

による保健指導を行うものとする。 

２ 所属長は、職員が前項の面接を受けられるよう配慮しなければならない。 

 （秘密の保持） 

第２４条 職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏

らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。 

 （その他） 

第２５条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、

消防局長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 （さいたま市警防規程の一部改正） 

２ さいたま市警防規程（平成１３年さいたま市消防本部訓令第１５号）の一部を次

のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 



 

改正後 改正前 
 （安全管理責務）  （安全管理責務） 
第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
４ 前３項に定めるもののほか、安全管理に関し必

要な事項については、さいたま市消防職員安全衛

生管理規程（令和８年さいたま市消防局訓令第 

７号）の定めるところによる。 

４ 前３項に定めるもののほか、安全管理に関し必

要な事項については、さいたま市消防職員安全衛

生管理規程（平成１５年さいたま市消防局訓令第

１４号）の定めるところによる。 
  

 

  



 

別表第１（第５条関係） 

 安全衛生管理者 

箇所 名称 充てる者の職 安全衛生管理代理者

に充てる者の職 
消防局 消防局安全衛生管理

者 
総務部次長（消

防担当） 
消防職員課長 

各消防署 安全衛生管理者の上

に各消防署の名称を

付したもの 

各消防署長 各消防署副署長 

 

  



 

別表第２（第６条関係） 

 安全責任者 

箇所 名称 充てる者の職 
消防局 消防局安全責任者 各課長及び室長 
各消防署 安全責任者の上に各消防署の名称

を付したもの 
各消防署副署長 

 

  



 

別表第３（第１２条関係） 

 安全衛生委員会 

箇所 名称 委員構成 庶務担当 
消防局 消防局安全

衛生委員会 

１ 消防局安全衛生管理者 

２ 法第１９条第２項第２号の者（以 

下「指名衛生管理者等」という。） 

１人 

３ 消防局産業医 

４ 法第１９条第２項第４号の者（以

下「指名安全所属職員」という。） 

４人 

５ 法第１９条第２項第５号の者（以

下「指名衛生所属職員」という。） 

４人 

消防職員課 

各消防署

（出張所

を管轄し

ない消防

署） 

安全衛生委

員会の上に

各消防署の

名称を付し

たもの 

１ 各消防署安全衛生管理者 

２ 指名衛生管理者等 各１人 

３ 各消防署産業医 

４ 指名安全所属職員 各４人 

５ 指名衛生所属職員 各４人 

各消防署管理

指導課 

各消防署

（１つの

出張所を

管轄する

消防署） 

安全衛生委

員会の上に

各消防署の

名称を付し

たもの 

１ 各消防署安全衛生管理者 

２ 指名衛生管理者等 各１人 

３ 各消防署産業医 

４ 指名安全所属職員 各５人 

５ 指名衛生所属職員 各５人 

各消防署管理

指導課 

各消防署

（２つの

出張所を

管轄する

消防署） 

安全衛生委

員会の上に

各消防署の

名称を付し

たもの 

１ 各消防署安全衛生管理者 

２ 指名衛生管理者等 各１人 

３ 各消防署産業医 

４ 指名安全所属職員 各６人 

５ 指名衛生所属職員 各６人 

各消防署管理

指導課 

各消防署

（３つの

出張所を

管轄する

消防署） 

安全衛生委

員会の上に

各消防署の

名称を付し

たもの 

１ 各消防署安全衛生管理者 

２ 指名衛生管理者等 各１人 

３ 各消防署産業医 

４ 指名安全所属職員 各７人 

５ 指名衛生所属職員 各７人 

各消防署管理

指導課 

 

  



 

別表第４（第２１条、第２２条、第２３条関係） 

指導区分 
事後措置の基準 

区分 内容 

勤務規

制の面 

Ａ 勤務を休む必要のある

もの 

休暇（日単位のものに限る。）又は休

職の方法により、療養のため必要な期間

勤務をさせない。 

Ｂ 勤務に制限を加える必

要のあるもの 

職務の変更、勤務場所の変更、休暇（

日単位のものを除く。）等の方法により

勤務を軽減し、かつ、深夜勤務（午後１

０時から翌日の午前５時までの間におけ

る勤務をいう。以下同じ。）、時間外勤

務（正規の勤務時間以外の時間における

勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以

下同じ。）及び出張をさせない。 

Ｃ 勤務をほぼ平常に行っ

てよいもの 

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限

する。 

Ｄ 平常の勤務でよいもの  

医療の

面 

１ 医師による直接の医療

行為を必要とするもの 

医療機関のあっせん等により適正な治

療を受けさせるようにする。 

２ 定期的に医師の観察指

導を必要とするもの 

経過観察をするための検査及び発病・

再発防止のため必要な指導を行う。 

３ 医師による直接又は間

接の医療行為を必要とし

ないもの 

 

 


